
確定申告期における対応

➢ このように、確定申告については、自宅からパソコンやスマートフォンを利用し、e-Taxで
手続きしていただくことを基本としているところ。

➢ 確定申告会場への来場や税理士への依頼をせず、自宅から納税者ご自身によりe-Tax
で申告書を提出した方は、令和２年分の約1.4倍となる442万人で、約122万人増加。

➢ 自宅から納税者ご自身によりe-Taxで申告書を提出した方の数は、税務署の確定申告
会場で所得税等の申告書を作成・提出した方の数を、初めて上回った。

確定申告は自宅からのe-Taxがスタンダードに

既に86％の方が、
確定申告会場に来場せずに確定申告。

確定申告会場で申告

311万人（14%）

確定申告会場以外で申告

1,974万人（86%）
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確定申告期における対応

➢ その上でも、なお、税務署が運営する確定申告会場での相談を希望される納税者に対し
ては、個々の事情に応じ、丁寧にサポートを行っている。

【国税庁ホームページにおける案内】
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確定申告会場における対応

➢ 税務署が運営する確定申告会場（例年２月～３月に開設）では、多くの方がご自身で所有
するスマートフォンや会場備付のパソコンを操作して申告書を作成・送信。

➢ 申告書作成に当たり所得税等の取扱いに関する質問がある場合や、スマートフォン・パソ
コンの操作に不明点がある場合は、都度、職員が応対。

➢ 相談会場での申告書の作成等が特に身体に負担になるなど、配慮が必要な来場者につ
いては、着座で相談が可能な個別相談コーナーへ案内し、職員が丁寧に応対。

申告相談会場

受付

準備・
書類整理

申告書の作成・送信（申告相談）

着座で個別に申告相談を受ける
ことができるコーナーに案内

配慮が必要な来場者
10


